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外航海運事業

2022年度の概況

バイオマス燃料 石膏穀物 粗糖鉄鉱石 鉄骨鋼材

売上高

百万円69億2,240 （前期比30.1%増）

億 百万円300 82

営業利益

（前期比20.6%増）

売上高構成比売上高・営業利益の推移
（単位：百万円）

売上高
営業利益

現地法人：英国、米国、香港、シンガポール、フィリピン
駐在員事務所：上海、ベトナム

89.3％

172,219

2021

24,935 224,069

2022

30,082

PART 3

中国のゼロコロナ政策に加え、資源高に伴うインフレ等により不透明感が増し、当期における世界

経済は減速傾向となりました。こうした状況下、長期契約による安定収益に加え、円安の進行にも

支えられ、NS ユナイテッド海運グループの業績は２期連続で最高益を達成しました。

事 業 概 況と戦 略
O V E R V I E W
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船型　※2023年3月末現在

9～20万トン型撒積船
25～40万トン型鉄鉱石専用船
計50隻

主要貨物

鉄鉱石、石炭

10万トン型から超大型の40万トン型までの約50隻体制で鉄

鉱石・原料炭を輸送しています。安全運航とコスト競争力を両

立し、お客さまのニーズに素早く、柔軟に、きめ細かく対応する

営業体制を整え世界の鉄のインフラの一端を担っています。

日本製鉄（株）をはじめとする長期輸送契約に関しては、20万

トン超を中心とした船型を投入しています。加えて、汎用性の

ある 18万トン型は、欧州の鉄鋼会社、豪州やブラジルの資源メ

ジャーなどとの中短期契約に投入し、世界の鉄の主要なお客さ

まと良好な関係を維持し、スポット対応も含めて新たなるお客

さまの開拓を進めています。ESG 経営の基本でもある安全運航

に関しては、船員の人権を尊重し、作業環境や福利厚生の充実

化を図り、さらなる向上を目指していきます。

港湾規制を受けにくく汎用性が高いハンディサイズから、

スープラマックス船型で鋼材等の製品と撒積貨物の輸送を中心

に事業を展開しています。多様な輸送サービスで世界を結び、

とりわけ鋼材輸送では 1966年の進出以来、他の追随を許さな

いノウハウを築き上げてきました。米州・アジア向け鋼材輸送

と、同地域からの穀物、鉱石やバイオマス燃料輸送を組み合わ

せるコンビネーション輸送を得意とし、その実績は国内外のお

客さまから高い評価を受けています。製品輸送分野では、世界

的にも稀な長さ 150m の貨物を船倉に収めることが可能な船舶

を管理、運航しています。また米国法人では大西洋水域で船隊

を持ち、地場に根差した営業活動に注力しています。

国内外のお客さま向けの撒積貨物や LPG 輸送に加え、海外現

地法人を通じて世界の鉄鋼会社向け原料輸送、アジアからイン

ドへ原料を輸送後にブラジルからアジアに穀物輸送を行うコン

ビネーション輸送など、幅広く展開しています。

世界中の海上輸送ニーズを的確に捉え、効率的な輸送形態を

追求するため、英国現地法人とシンガポール現地法人に支配船

の運航を一部移管、現地での生きた情報をタイムリーに把握し、

ビジネス拡大につなげています。また当社の運航船向け燃料調

達も担い、安定的かつ競争力のある燃料の確保に注力しており、

環境に対応したバイオ燃料の調達も始めています。培ってきた

豊富な技術や経験をもとに、お客さまへ良質なサービスをご提

供し、より大きな信頼を獲得できるよう努めています。

中国・東南アジア全域へ輸送網を拡大、多様なサイズ・数量の

貨物輸送に柔軟に対応できる体制を整えています。特に日中貿

易においては、1950年代より日中航路に配船してきた実績を生

かしメインプレイヤーとしての地位を確立してきました。

鋼材などの輸出貨物と輸入バルク貨物等の往復航コンバイン

により、効率的な配船を実現することにより、お客さまへ競争

力のあるサービスを提供しています。また鋼材輸送においては、

揚港にて貨物を揚荷後、当社手配のトラックにてお客さまの工

場まで届けるドアデリバリーサービスや、沿岸港にて艀に積み

替えて内陸の河川港へと輸送を行うといったきめ細やかなサー

ビスを提供しています。

鉄鋼原料グループ 不定期船グループ

資源エネルギーグループ 近海グループ

事業概況と強み1

船型　※2023年3月末現在

8～10万トン型撒積船 22隻
VLGC（大型LPG運搬船） 3隻

主要貨物

石炭、工業塩、鉄鉱石、穀物、
LPG（液化石油ガス）

船型　※2023年3月末現在

2～6万トン型撒積船 33隻

主要貨物

鋼材、非鉄金属、穀物、肥料、塩、
セメント、石灰石、バイオマス燃料

船型　※2023年3月末現在

8,000～19,000トン型
一般貨物船 23隻

主要貨物

鋼材、バイオマス燃料、肥料、ドロ
マイト、石膏

「いつでも、どこへでも」多様な輸送ニーズに対応

中国・東南アジアの物流を支える

世界の鉄のインフラを担う

日本と世界のエネルギー供給に貢献
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ケープ型撒積船（ 18万重量トン型 ）市況は、世界経済の

回復への期待感から期初は堅調に推移し、5月下旬には主

要５航路平均用船料は 3万ドル台後半に達しました。しか

し新型コロナウイルス感染症に対する検疫体制の緩和によ

り、各港で船舶の停滞が解消され船腹供給が増加したこと

に加え、ゼロコロナ政策や不動産市況の低迷による中国経

済の減速に伴い荷動きが鈍化したことで、夏場以降市況は

軟調に転じました。さらに中国のゼロコロナ政策が解除さ

れた年明け以降も、主要鉄鉱石積地であるブラジルの雨期

と重なり出荷が滞ったことで、市況は低迷を続ける結果と

なりました。このような状況下、当社では主要荷主の日本

製鉄（株）をはじめとする国内外のお客さま向け中長期輸

送契約獲得により安定収益を確保するとともに、三国間配

船の集荷に努めた結果、当初の計画を大幅に上回る収益を

達成することができました。

　パナマックス型撒積船（7 ～ 8万重量トン型 ）市況は、ロ

シア・ウクライナ情勢を背景に欧州向け石炭の輸送パター

ンが多様化したことによる輸送トンマイルの伸びや、イン

ドの石炭輸入量が増加したことを受け、主要５航路平均用

船料は 5月に 3万ドル超を記録しました。その後は、中国

経済の減速による石炭・穀物の需要減に加え、南米の天候

不良に起因した穀物出荷の遅れにより、船腹需給が緩んだ

ことで 2月に市況は 7千ドル台まで下落しましたが、3月

に入り穀物出荷が回復したことで上昇に転じました。この

ような状況下、当期後半の市況下落による影響を受けたも

のの、効率運航に努めたことで、当初の計画を大幅に上回

る収益を達成することができました。

VLGC（ 大型 LPG 運搬船 ）は、すべての船舶が定期貸

船契約に従事することにより安定収益を確保しております

が、市況連動契約となっている一部の船舶についても、総

じて市況が高水準で推移したことから、当初の計画を大幅

に上回る収益を達成することができました。

ハンディ型撒積船（ 2 ～ 6万重量トン型 ）市況は、当期

前半は堅調に推移した一方、船腹需給を引き締めていた港

湾の検疫体制強化という特殊要因の剥落、また世界的なイ

ンフレ拡大や中国のゼロコロナ政策により荷動きが鈍化し

たことで、軟調な推移となりました。このような状況下に

おいても往航では主力貨物の一つである鋼材の荷動きが堅

調に推移し、復航ではあらかじめ中長期契約の貨物を積極

的に獲得していたことで安定収益を積み重ね、市況下落の

影響を受けながらも当初の計画を大幅に上回る収益を達成

することができました。

　近海水域における小型船（1.9万重量トン型以下の船型 ）

市況は、中国の経済活動の停滞により、主力の中国向け輸

出鋼材の輸送量は前期比で減少となりました。また、当期

後半には中国各港湾の滞船が解消され船腹需給が緩和され

たことが市況下落要因となりました。このような状況下、

高市況下で成約したバルク貨物輸送が収益を下支えすると

ともに、主に東南アジア向け鋼材とバルク貨物の往復航効

率配船に努めたことで、当初の計画を大幅に上回る収益を

達成することができました。

　以上の結果、外航海運事業全体としては前期に比べ増収

増益となりました。

まず大型船では、カーボンニュートラルの取り組みを進

めていく上で二つの大きな変革期を迎えており、これを見

据えた対応が求められています。

一つめは、次世代燃料船の導入です。建造コストや燃料

今後の課題・取り組み3

事 業 概 況と戦 略O V E R V I E W

2 業績の振り返り

常務執行役員
鉄鋼原料グループ担当

金光 潔

PART 3
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調達の課題もあり、対象候補は絞り切れていませんが、造

船所をはじめ関係各社との協働により、技術や船員のノウ

ハウを蓄積しながら、タイミングを逃すことなく投資を実

行していきます。二つめは、主要なお客さまである鉄鋼会

社における製鉄プロセスの変化への対応です。今後、還元

鉄といった鉄鉱石や石炭に代わる原料の輸送需要の増加が

予想され、安全輸送に一層のケアが必要となってきます。

また高炉から電炉への転換により、鉄スクラップの輸送需

要の増加も考えられます。この二つの変化により、今後鉄

鋼原料輸送に関しては、従来の大型船に加えて、中小型船

までの多様な需要が発生すると見込んでおり、超大型船か

ら内航船までワンストップでサービスを提供できる当社グ

ループの強みを生かし、お客さまのニーズの変化に素早く

お応えできる体制強化を図っていきます。

次に中型船では、インド向けに加えて過去に取引のある

ブラジル向け鉄鋼会社の原料輸送を再開し、その復荷輸送

に関しては、中国向けの大豆輸送を中心に効率的な配船を

始めています。今後も、英国や米国、シンガポールにある海

外現地法人の有効活用により、海外輸送比率のさらなる増

加に取り組んでいきます。また用船では、輸送契約とのミス

マッチを避けるため、長期契約の満了時、市況連動契約を活

用しながら、中短期契約への移行を進めていきます。

小型船・近海船では、これまで営業規模の拡大、集荷力

強化による配船効率の向上などの課題に取り組んできまし

た。製品輸送に関しては、当社の強みである自社航海士で

構成される積付監督の持つ豊富なノウハウを一層活用し、

従来の主要貨物である鋼材に加えて、プラントから雑貨ま

で幅広い一般貨物の輸送引き受けの拡大に取り組んでいき

ます。発電用燃料の輸送に関しては、バイオマス燃料の輸

送量がますます伸びていくと見込んでいます。取引先への

安定的な輸送を図るため、適正な船隊整備を推進していく

とともに、新規のお客さまの開拓を通じてさらなる業容拡

大に取り組んでいきます。

安全運航への取り組みについては、用船船主の皆さまと

の安全会議などのコミュニケーションも活用し、当社船隊

全体として、船員の作業環境の改善に努めるとともに、お

客さまとも適宜情報共有を行うことで、信頼の向上を図っ

ています。定期用船では全社的に当社監督による検船を実

施しています。加えて不定期船グループおよび近海船グ

ループでは、鋼材輸送に従事する船舶に関して、外部機関

のコンディションサーベイを都度実施しています。さらに

営業部門、海工務部門およびポートキャプテン部門で編成

された横断組織「 鋼材輸送サポートプロジェクトチーム 」

の下で、輸送品質の向上に取り組んでいます。

環境保全への取り組みについて、大型船では、次世代燃

料船の導入検討にあたり、バイオディーゼル燃料による試

験航行などの研究開発活動を行っています。アンモニア

燃料船の共同開発プロジェクトにおいては、日本海事協会

より基本設定承認を取得し、2026年の竣工・実装に向け

た準備を進めています。中型船では、長年信頼関係にある

お客さまと、風力を活用した燃費節減への検討を続けてい

ます。また VLGC では、船舶燃料のみならず、火力発電

の混焼用途としても脚光を浴びているアンモニア輸送につ

いて検討中であり、海外からの輸送に加えて、グループ会

社の知見も生かし、内航への転送需要にも対応していきま

す。また全船型において運航船の出力を 50％以下とする

減速運航など、輸送の効率化に向けた施策を継続していき

ます。今後も、2050年カーボンニュートラルという大き

な目標に向けて、全社一体となって取り組んでいきます。
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2022年度の概況
売上高

百万円56億267 （前期比12.8%増）

億 百万円24 27

営業利益

（前期比37.0%増）

売上高構成比売上高・営業利益の推移
（単位：百万円）

売上高
営業利益

コークス

石灰石

バイオマス燃料

鋼材

10.7％

20222021

23,722

1,772

26,756

2,427

内航海運事業

事業概況と強み1

NSユナイテッド内航海運（株） NSユナイテッドタンカー（株） 

船型 ※2023年3月末現在

600～21,000トン型 一般貨物船
石灰石専用船他　計70隻

主要貨物

鋼材、バイオマス燃料、石灰石、セ
メント、コークス

船型 ※2023年3月末現在

1,700～2,500トン型
LNG運搬船3隻
1,000トン型 LPG運搬船 4隻

主要貨物

LNG（液化天然ガス）
LPG（液化石油ガス）

1961年の設立以来、常に時代を先取りする数々の専用船を

整備し、国内随一のドライバルク船隊でお客さまのニーズに的

確に応えてきました。現在では、内航貨物船として初のリチウ

ムイオン電池によるハイブリッド推進船の運航や、LNG 専焼エ

ンジンとバッテリを組み合わせたハイブリッド推進船の建造な

ど、環境への投資においても内航業界をリードしています。

2003年に日本初の内航 LNG 運搬船を就航させて以来、

現在では国内の全就航船 6隻のうち同社グループが 3隻を所

有・運航・管理し、内航船による LNG 輸送の第一人者として

の地位を確立してきました。現在もこうした特徴ある船種を

担う人材の育成にはより一層注力し、安全運航でお客さまの

期待に応えるとともに、天然ガスの安定供給の一翼を担って

います。

内航トップクラスの船腹量で安全・環境・効率を追求 国内LNG輸送のパイオニア　PART 3

事 業 概 況と戦 略O V E R V I E W
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ドライバルクにつきまして、鉄鋼関連貨物では、長引く半

導体不足に伴う自動車生産の停滞から鋼材の輸送量は当初の

計画を下回った一方で、鉄鋼原料の輸送量は堅調に推移し当

初の計画を上回りました。またセメント関連貨物は、堅調な

専用船の稼働に支えられ輸送量は当初の計画を上回りました

が、電力関連貨物につきましては、火力発電所の稼働率低下

等を背景に輸送量は当初の計画を下回りました。

　タンカーにつきまして、LNG 輸送では新規航路における

海上輸送の本格化が輸送量増加に寄与した一方で、LPG 輸送

は国内需要の減退に伴い輸送量が伸び悩みました。このよう

な状況下、効率配船に努めたことで当初の計画を上回る収益

を達成することができました。

　この結果、内航海運事業全体としては、前期に比べ増収増

益となりました。

NS ユナイテッド内航海運（ 株 ）の主要なお客さまである鉄

鋼業界では、脱炭素に向けて電炉の原料となる鉄スクラップ

や還元鉄といった新たな貨物の輸送需要が見込まれており、

また電力業界向けバイオマス燃料の輸送需要が高まる中、新

たな原料や燃料輸送への取り組みを強化しています。今後も

変化するお客さまのニーズや戦略を的確かつ迅速に把握し、

グループ全体として柔軟に対応していきます。これまでも

私たちは、お客さまの設備トラブルが発生した際に、大型ク

レーン船をはじめ幅広い船舶により突発的な大量輸送に対応

するなど、柔軟に対応してきた例が数多くありますので、そ

れらの経験を十分に生かせると確信しています。

また自社船の CO2 排出削減のため、新技術の研究・導入を

進めています。2024年には、鉄鋼会社向け石灰石専用船の

リプレースとして、LNG 専焼エンジンおよびバッテリハイ

ブリッド推進システムを搭載した新造船が竣工予定で、これ

により従来型船比約 30％の CO2 削減が期待できます。本事

業は環境省と国土交通省による令和 3年度からの「 社会変革

と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業（ うち

LNG 燃料システム等導入促進事業 ）」に採択されています。

タンカー部門では、NS ユナイテッドタンカー（株 ）の主力

事業である LNG 輸送は、2003年から開始し 20年目を迎え

ようとしています。カーボンニュートラル社会の実現が叫ば

れる中、LNG の果たす役割は現実的なソリューションとし

て、また将来的にも e-メタンにつながるエネルギーとして重

要性を増しています。

2022年度は、既存の輸送契約をいかに継続し、将来的に

どう発展させられるか、お客さまとの協議を開始しました。

また新たな商権獲得のため営業活動を展開する中で、LNG

燃料供給事業への参画を検討していたところ、2023年度に

は同社の内航 LNG 運航の豊富な実績が評価され、大阪湾・

瀬戸内において大阪ガス（株 ）が行う、ship to sh ip 方式 ＊1

による船舶向け LNG 燃料供給事業への参画が決定しまし

た。同社が LNG 供給船を管理・運航する予定で、事業開始は

2026年度を想定しています。本事業は 国土交通省の令和 5

年度「 港湾機能高度化施設整備事業（ LNG バンカリング拠

点形成支援施設 ）」に採択されており、今後、本補助事業のも

とで LNG 供給船を建造します。

両社事業の根幹をなす安全運航面では、航海支援装置の試

験導入を進め安全性向上を目指すとともに、自律運航船・無

人化船の研究などにも取り組み、より確実な事故ゼロの達成

に向けて尽力しています。また安全運航の担い手である日本

人船員の確保と育成が最重要課題であると認識しており、船

員への実効性の高い安全指導と、働き方改革、労務管理によ

る船舶事故防止にも努めていきます。

今後の課題・取り組み3

業績の振り返り2

 岸壁に係留中または錨泊中の LNG 燃料船に対して、バンカリング船が接舷
して LNGを供給する方式。ほかに、岸壁に係留中の LNG燃料船に対して、
岸壁に駐車した LNGタンクローリーから LNGを供給する Truck to Ship方
式、岸壁・桟橋に係留中の LNG燃料船に対して、陸上 LNGターミナルなど
から LNGを供給する Shore to Ship 方式がある。

NSユナイテッド内航海運（ 株 ）
常務取締役

遠藤富士夫

＊1
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私たちの使命は、海上輸送で世界を結び、人々の暮らしを支えることです。今も未来も変わらず

この責任を果たすため、サステナビリティ基本方針の下、さまざまな施策を展開しています。

　　

NS ユナイテッド海運は優先的に取り組むべきサステナ

ビリティ上の重要な経営課題として六つのマテリアリティ

（ P.14参照 ）を特定して ESG 課題の解決に継続的に取り

組んでいます。2021年度のサステナビリティ基本方針策

定過程においては、当社と社会のあるべき関わり方を整

理し、従業員による討議と取締役会における議論を踏ま

えて「 海上物流で、共に世界の今をつくる責任、未来へつ

なぐ責任を果たす 」を当社グループのパーパスとして設

定。こうしたプロセスを踏み、取締役会での決議を経て、

方針を策定しました。

サステナビリティ経営に向け、当社では社長執行役員と

取締役執行役員、常務執行役員および主要グループ会社の

社長で構成される ESG 総合委員会が中心となり、傘下の

各委員会と連携しながら、取締役会の監督の下、ESG に関

するさまざまな課題解決に取り組んでいます。

　サステナビリティ重要課題（ マテリアリティ）における

リスクと機会については、ESG 総合委員会が傘下の各委員

会における ESG 活動を定期的にモニタリングし、評価・管

理しています。ESG 関連リスクの対応状況については、取

締役会にも報告し、当社グループ全体のリスク管理体制の

中で、対策・改善を推進しています。

当社では 2021年度より「ESG ウィーク 」として、ESG

に関するテーマで全従業員が参加する職場討論会を行って

います。ESG への意識向上を目的とし、2022年度は「 働

きがいとは何か 」をテーマに意見交換の場としました。

2023 年 1 月には「 N S ユナイテッド海運グループ人権

方針 」を策定し、人権への経営コミットメントを表明。ま

た、当社が事業を行うあらゆる国・地域に適用される腐敗

防止に関する法規制の遵守を目的として「 腐敗防止基本方

針 」を策定しました。同年 3 月には、国連グローバル・コ

ンパクト（ U N G C ）に参加。U N G C が提唱する ｢ 人権 ｣

｢ 労働 ｣｢ 環境 ｣｢ 腐敗防止 ｣ の 4 分野 10 原則を支持する

ことで持続可能な社会の実現に貢献していきます。

2023 年 6 月には、当社の E S G に対するさまざまな取

り組みが評価され、E S G 投資の株価指数である「 F T S E 

B l o s s o m J a p a n 

I n d ex 」構成銘柄

に選定されました。

取
締
役
会

IR委員会

安全運航・環境保全推進委員会

防災対策委員会

DX推進委員会

内部統制・コンプライアンス委員会

監
督

報
告

E
S
G
総
合
委
員
会

推進体制図

サステナビリティ
S U S T A I N A B I L I T Y

基本的な考え方1

推進体制2

リスク管理3

取り組み事例4
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　当社がサステナビリティ経営を推進するためには、ス

テークホルダーとの協働が欠かせません。すべてのステー

クホルダーから信頼される企業であり続けるために、当社

グループへの要請や期待を的確に把握し、企業活動に反映

させています。

株主・投資家

IR取材

当社は、透明性、公平性、継続性の確保を基本に、適

時・的確に株主・投資家の皆さまに経営・財務情報を開示

しています。国内外の機関投資家の皆さまとの面談では

双方向のコミュニケーションを意識し、外部環境、経営戦

略、業績のほか、環境、人材、ガバナンス等、ESG への取り

組みについての意見交換の場にもなっています。皆さまに

いただいた貴重なご意見は適時、経営陣および IR 関連部署

とも共有し、経営の改善に役立てています。

顧客・取引先

船主との安全会議を実施

近年の海難事故やトラブル、荷主からの安全に対する要

求の高まりを受け、当社の取引船主との間で、営業・安全

ステークホルダー
エンゲージメント5

2021年度 2022年度

IR取材件数 21件 27件

ステークホルダー 主な対話・活動

株主・投資家
● 株主総会　● IR取材　● 各種媒体において情報を発信（適時開示資料、統合報告書、有価証券報
告書・四半期報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、株主総会関連資料、事業の報告書）

顧客・取引先
● 顧客との面談　● 顧客・取引先による安全協議会への参画　● 荷役現場への監督派遣
● 低炭素・脱炭素化に向けた共同研究　● 船主との安全会議

社員・船員（家族）
● 人事制度　● 研修制度　● 働き方改革に向けた諸施策　● 社員意識調査アンケート
● 健康診断・メンタルヘルスチェック

海事官庁・規制当局・その他の組織
● 本船運航に関わる条約・規則の順守　● 安全に関する情報提供
● LNG燃料システム等導入促進事業への参画

地域社会・地球環境
● 安全運航・環境保全への取り組み　● 地域貢献活動（被災地支援など）
● 海事系大学への奨学金寄附

ステークホルダーとの対話

管理部門を交えた安全会議を 2021年度より開始しまし

た。当社で過去に発生した事故・トラブルの原因や再発防

止策を開示し、一社ずつ丁寧かつ率直に意見交換すること

で、当社船隊全体の安全への意識と質を高めています。

社員・船員

内部統制に関する社員意識調査アンケートを実施

　2022年 9 ～ 10 月に当社グループ全従業員を対象に掲

題アンケートを実施し、計 531 名（ 回答率 95％ ) から多

くの回答が寄せられました。この結果を社内掲示板・社内

報等を利用して役職員で共有し、ともに働きやすい職場づ

くりに役立てていきます。

海事官庁・規制当局・その他の組織

アンモニア燃料船の共同プロジェクトに参画

当社が参画する、国立研究開発法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構（ NEDO ）による「 グリーンイノベー

ション基金事業 」に採択されているアンモニア燃料船の共

同プロジェクトにおいて、2022年 11月に一般財団法人　

日本海事協会 (Class NK) より、アンモニア燃料船の基本

設計承認を取得しました。

地域社会・地球環境

教育機関へモデルシップを寄贈

当社にて保有していたモデルシップをより有効に活用す

るため、2022年 2 ～ 12月までにご希望のあった 3校の教

育機関へ寄贈しました。主に将来の海事産業を担う人材の

教育現場において、高い学習効果が見込まれる教材として

役立てられています。
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世界の海を舞台に海上輸送サービスを提供する企業グループとして、全人類の共通財産である地球

の環境保全に努め、サステナブルな社会の実現に貢献します。

環 境
E N V I R O N M E N T

N S ユナイテッド海運は 2050 年カーボンニュートラ

ル実現に挑戦します。船舶で物流を担う海運会社として

当社が排出する CO2 を減らしていくためには、まず燃料

消費量を削減するための減速航海の徹底、そして燃費節

減に有効な機器の搭載などを進めること、またより長期

的にはカーボンニュートラルとなる燃料への転換が必要

です。燃料転換となると当社だけで解決できる課題では

ないため、ステークホルダーの皆さまと協働で省エネル

ギーおよび GHG 排出量削減を推進していきます。足元で

は中期目標「 2030 年までに輸送単位当たりの CO2 排出

量を 2019 年比 20％削減 」の達成に向け、さまざまな取

り組みに注力しています。当社の取り組みは、環境情報開

示におけるグローバルスタンダードである CDP から、環

境リスクやその影響に対するアクション

をとっていることを示す「 マネジメント

レベル 」としての B 評価を取得しました。

環境マネジメントシステム（EMS）

当社では、国際規格 ISO14001に基づいた環境マネジ

メントシステムを構築・運用しており、環境保全活動の推

進と継続的な改善を目的とし、毎年度初めに環境目標と実

施計画を策定しています。そこでは当社の環境方針に掲げ

る気候変動対策、海洋汚染防止、大気汚染防止、省資源、環

境教育の分類別に実施計画を策定し、さまざまな施策を通

じ、環境目標達成に向けて取り組んでいます。

　2022 年 1 月から 12 月までの 1 年間において、輸送単

位当たりの CO2排出量は、2019年比約 7.8％の削減を達

成しました。また同期間中の当社運航船からの CO2 排出

量は、前年から約 3.5 万トン減少し約 224.9 万トンとな

りました。引き続き全社一丸となって CO2 排出量削減に

取り組んでいきます。

環境への取り組み 環境データ（2022年度実績）

2019 2020 2021

（g-CO₂ / ton-mile）

2022 2030
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1

0.5

0

実測値 目標値 2030年
目標

2019年比20%減

（年）

輸送単位（トン・マイル）当たりのCO2 排出量（単体）

※環境マネジメントシステム実施計画の詳細は
　当社ウェブサイトをご参照ください

（年）
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※ CO2 排出量：2018年までは会計年度、2019年以降暦年ベース

1 2
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国内初の内航LNG専焼船建造

当社グループの NS ユナイテッド内航海運は、LNG 専焼

エンジンとバッテリを組み合わせたハイブリッド推進シス

テム船を建造することで関係者と合意し建造契約を締結し

ています。本船は 2024年に竣工予定です。

硬性帆船の共同研究

帆を利用した風力による低燃費技術の開発および実用化

を目指し、2021年度より株式会社名村造船所との共同研

究に着手しました。足元では使用する材質や機器配置を具

体的に検討するとともに、研究機関での風洞および水槽試

験などを進めています。

バイオディーゼル燃料による試験航行

廃食用油等、食料以外に由来する原料から精製されたバ

イオディーゼル燃料による試験航行を、2022年 3月以降、

当社運航船計 3隻で実施しました。補油地はシンガポール

または名古屋港で、名古屋港における外航船向け同燃料の

補油は国内初となりました。いずれの航海も無事終了し、多

くの知見が得られました。バイオディーゼル燃料は既存の

舶用エンジンを改造することなく使用可能で、既存のイン

フラを活用できる点でも汎用性の高い低炭素燃料と考えら

れています。

CII向けCO₂排出モニタリングサービス導入

2023年 1月 よ り 船 舶 の 燃 費 実 績 を 格 付 け す る CII

（ Carbon Intensity Indicator ）制度が開始されまし

た。船舶ごとに 1年間の燃費実績を A ～ E の 5段階で評価

するもので、E 評価または 3年連続 D 評価となると、改善計

画書の提出が義務付けられます。これに伴い、当社ではすで

に導入済みのウェザーニューズ社のサービスに加え、新た

に Bearing 社による燃費実績の表示、年間での燃費予測等、

AI を活用したサービスを利用することで、当社運航船の CII

格付け高評価獲得を目指します。

SOx・NOx規制への対応

2020年から SOx（ 硫黄酸化物 ）規制が強化されたこと

に伴い、当社管理船のうち主に大型船に SOx スクラバーを

搭載しました。硫黄分0.5％以下の適合油を使用するほか、

搭載船はスクラバーを規則に従い使用することにより規制

に対応しています。スクラバーを通して排出された排気ガ

ス内の硫黄分は規制値より少なく計測されており、船舶か

らの排気ガスによる大気汚染の軽減に貢献しています。ま

た、NOx（ 窒素酸化物 ）規制には、規則に準拠した装置の

搭載と保守運用を行っています。

グリーンフラッグプログラム

米国ロングビーチ港では、船舶からの排気ガス抑制を目

的とした沿岸減速航行プログラム「 グリーンフラッグプロ

グラム 」を 2005年より実施しています。付近 40マイル

以内の海域では 12ノット以下への減速を寄港船に推奨し

ており、当社の全寄港船舶が遵守実行しています。

本船乗組員と陸上管理部門の不断の努力により、当社管

理船の油濁事故ゼロを今年も継続しています（ 2023年 7

月３1日現在 ）。また海洋環境と生物多様性の保護に配慮

し、運航船にはバラスト水処理装置を搭載して規則に従い

使用するとともに、船体塗料には環境にやさしい塗料を使

用しています。最近採用した新型の塗料は省エネ効果も向

上し燃費削減に貢献しています。

LNG 専焼船

Copyright 2021 Namura Shipbuilding Co., Ltd. All Rights Reserved.

取り組み事例3

気候変動対策

大気汚染防止

海洋汚染防止

Copyright 2023 Namura Shipbuilding Co., Ltd. All Rights Reserved.
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環 境E N V I R O N M E N T

気候変動による影響は年々深刻化し、グローバルかつ喫

緊の課題です。持続可能な開発目標（ SDGs ）やパリ協定

目標、また各国における温室効果ガス（ GHG ）排出量ネッ

トゼロ目標など社会的な関心が高まる中、企業にも積極的

な対応が求められています。

　海上輸送サービスを提供する当社グループにおいても、

事業環境に深刻な影響を与える可能性があることから、気

候変動は重要な経営課題の一つであると認識しています。

　中期経営計画「 FORWARD 2030 」における重点戦略

として、「 U ブランドの向上 」「 サステナブルな事業構造

の構築 」「 レジリエントな経営基盤の確立 」を掲げており、

2021年秋に策定した「 サステナビリティ基本方針 」にお

いても、気候変動対策への取り組み強化をマテリアリティ

（ 重要課題 ）の一つと位置づけています。

　さらに持続的な企業価値の向上を目的として、2021年

7月に TCFD 提言に賛同を表明し、TCFD 提言に沿った 4

要素（ ガバナンス・リスク管理・戦略・指標と目標 ）につい

て情報開示を行うことにしました。今後も TCFD 提言に

沿った情報開示を積極的に進めると同時に、日本船主協会

メンバーとしてサプライチェーンを通じた社会全体のカー

ボンニュートラルの実現を目指し、2050年ネットゼロに

挑戦します。
※ TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォース

　気候変動問題は当社の事業の持続可能性にとって極めて

重要であるため、社長執行役員が最終的な責任者として、取

締役会の監督の下で対策の立案と実施を行っています。

取締役会

　経営の基本方針、重要事項を決定するとともに、業務執行状

況を監督する機関であり、原則として毎月 1回開催しています。

執行役員会

　執行役員制度を導入しており、取締役会が決定した基本方

針に基づき、気候変動を含む経営課題や重要事項について、

取締役会の決議と監督の下に業務を執行しています。

ESG総合委員会

　ESG への取り組みを企業の持続性を支える基盤と捉え、

2020年に従来の CSR 委員会を ESG 総合委員会に改組し

てガバナンス体制の強化を図りました。また取締役会による

ESG へのコミットが重要であるとの認識の下、ESG 総合委

員会は取締役会の監督下で、その推進役を果たしています。

安全運航・環境保全推進委員会

　社長執行役員が委員長を務め、年度目標、行動内容、手

段、タイムスケジュールなどについて、環境目標達成のための

進捗状況をレビューし、評価する役割を果たしています。環境

問題は年間を通して安全運航・環境保全推進委員会から執

行役員会に報告が行われ、そのアウトプットが次年度の計画

に反映される仕組みを確立。また、安全運航・環境保全推進

委員会の活動状況や活動計画について、ESG 総合委員会に

報告が行われています。

環境マネジメントシステム(EMS)

　当社グループ環境方針の下、環境の保護と改善に向け

た活動を効果的かつ着実に行うことを目的として環境マネ

ジメントシステムを構築。毎年、管理船全船と各部署の内

部監査を実施し、安全運航・環境保全推進委員会において

委員長である社長執行役員に結果報告を行い、システムが

有効に機能していることを確認しています。また、国際規格

ISO14001:2015の認証を取得しており、毎年、（ 一財 ）日

本海事協会による外部審査を受けています。

基本的な考え方
ガバナンス

TCFD提言への対応4
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　気候変動という長期的かつ不確実性の高い事象に関するリ

スク・機会を特定し、それらが当社グループにおよぼし得る影

響について主観を排除した議論を行うために、TCFD 提言に

沿ったシナリオ分析を行いました。

　シナリオ分析においては、不確実な将来に対してグループ

全体のレジリエンスを確認するため、「 世界の平均気温上昇を

産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃

に抑える努力を追求する 」というパリ協定目標の達成を見

据えた「２℃未満シナリオ 」と、長期目標でもある 2050年

CO2 排出ネットゼロ／カーボンニュートラルの達成を想定した

「 1.5℃シナリオ 」、および世界的に気候変動対策が十分に

進展しない場合を想定した「３℃シナリオ 」について検討して

います。

　各シナリオで想定したそれぞれの将来の事業環境の変化、

および特定したリスクと機会は下表のとおりです。

気候変動による影響の分析 指標と目標

事業環境の変化 想定されるリスク ■ / 機会 ■ 発現時期 行うべき対策
短 中 長

2
℃
未
満
シ
ナ
リ
オ

1
・
5
℃
シ
ナ
リ
オ

政策
法規制

カーボンプライシング導入・強化 操業コストの増加
・炭素税、EU-ETSなど ● ● ●

運航船舶からのGHG排出削減
・減速航海の徹底・深度化。
・高効率船、低・脱炭素船、省エネ機器の
  導入推進
・次世代燃料の導入

環境規制強化（IMO・各国等） 資本費の増加や減収
・規制による環境対応機器追設の費用増
・燃料転換対応のための船価上昇

● ● ●

技術 燃料転換・新技術導入
既存船舶の座礁資産化 ● ●

次世代燃料船の船員確保 ● ● ●

早期の低・脱炭素船舶導入による
環境優位性の顧客評価 ● ● ●

市場

エネルギーミックスの変化
化石燃料輸送需要の減少 ● ●

貨物需要および事業機会の把握

代替燃料輸送需要の増加 ● ●

製鉄方法の変化
スクラップ輸送、還元鉄輸送需要の増加 ● ● ●

製鉄原料輸送需要は現状と同規模で推移 ● ●

CO2回収・貯留（CCS）技術の進展 CO₂海上輸送事業機会の創出 ● ●

評判
顧客・ステークホルダーの
脱・低炭素志向
気候変動関連の
外部評価・格付け

低・脱炭素対応遅れによる事業機会の損失 ● ● 低・脱炭素社会への体制構築
当社気候変動関連対応状況の開示促進

モーダルシフト推進による海上輸送需要の増加 ● ● 運航船舶からのGHG排出削減
海上輸送のGHG排出量開示拡大

3
℃
シ
ナ
リ
オ

急性
海上異常気象の頻発化・激甚化

船舶の修繕費・管理費増加
・頻発する荒天による船体損傷の増加 ● ●

安全運航および
貨物保全ノウハウの伝承継続と強化
荷主および港湾関係者との関係強化

運航費の増加
・荒天避航のための航海距離増と燃料消費増 ● ● ●

陸上での風水害被災増加 陸上物流途絶による海上物流の機会損失
・海上荷動きの地域的・瞬間的な減少 ● ●

慢性
海面上昇 港湾設備の継続使用不能

エアドラフト減少による受入船型の縮小 ●

海水温および気温上昇 船舶の修繕費・管理費増
液体貨物の温度管理コスト増 ●

3,000
（千トン）

2,000

1,000

500

1,500

2,500

0
2019 2020 2021 2022

スコープ1 スコープ2 スコープ3

（年）

0.20.20.2
0.1

2,447 2,424

337 337324

2,3282,199

305

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

2019 2020 2021 2022 2030（目標）（年）

（g-CO₂ / ton-mile）

輸送単位（トン・マイル）当たりのCO2 排出量（単体）

これらのリスクまたは機会が発現しうる期間として、短期（ 2025年まで ）、中期（ 2030年まで ）、長期（ 2050年まで ）を想定しています。分析に参照したシナリ
オは、IEA WEO(World Energy Outlook)の、持続可能な発展シナリオ（ SDS ）、宣言国ネットゼロ達成シナリオ (APS)、2050年ネットゼロ実現シナリオ (NZE)、公
表政策シナリオ（ STEPS ）です。

CO2排出量（連結）
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当社では CO2 排出削減に向けて、個船ごとの燃費

効率の改善を図るため、当社が所有・管理する船舶に、

定期的な入渠のタイミングに合わせ、最新設計の高効

率プロペラを搭載する取り組みを進めています。

船に搭載されるプロペラは、一般的にエンジンの常

用出力時に最適なパフォーマンスを発揮できるように

設計されます。一方で CO2削減のため出力を抑えて減

速航行を行う環境では、その出力に見合った省エネ型

のプロペラに換装することにより燃費節減効果が得ら

れます。

この一環として 2023年 4 ～ 6月にかけて、当社が

運航する近海船により日本のメーカーから中国へプロ

ペラを輸送し、中国のドックにおいて Cape 型撒積

船、Handy 型撒積船のプロペラを省エネ型へ換装す

るプロジェクトを実施しました。多様な貨物輸送を得

意とする当社近海グループの運航に加え、特殊貨物の

荷役を熟知した当社グループの荷役監督が積み荷・揚

げ荷に立ち合いました。プロペラは本船へ無事搭載さ

れ、より高い省エネ性能を備えた両船は 6月上旬より

通常の運航に復帰しています。

省エネプロペラ輸送・換装プロジェクト

近海船の船倉に積み付けられたプロペラ

揚げ地では艀に積み替えてドックへ運ばれる

中国のドックにて本船への換装が完了

環 境E N V I R O N M E N T
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当社では、持続可能な社会の実現に貢献するには、さまざまな事業環境の変化に対応し、誇りや

意欲を持ちながら会社の成長を支える人材を育成することが重要であると考えています。これらを

かなえるため、人材育成等の従来の施策に加え、人事制度の整備、働き方改革への取り組みを通じ、

働きがいのある会社、活力ある組織づくりを目指しています。

当社では事務系・技術系従業員ともに基本的に長期雇用

を前提として、男女雇用機会均等法に則り、能力と適性を

基準に採用し、当社の研修体系の中で育成しています。

2022年度以前 3年間の新卒事務職採用人数のうち、女

性の比率は約 4割に上り、従業員総数に占める女性比率は

緩やかながら上昇傾向にあります。女性が就業継続しやす

い環境づくりは重要な課題であり、IT 技術の活用による業

務効率化、情報共有の円滑化などの有効手段と組み合わせ

ることで対処しています。

従業員の定年は 60歳としていますが、1年間の有期契約

で最長 65歳まで再雇用する「 再雇用制度 」を設けており、

22年度は 7名の定年退職者・更新対象者全員と再雇用契約

を締結しました。また雇用延長の実現に向けた検討も行っ

ています。

技術職についても、女性の採用を続けており、現在の女

性比率は約 1 割となりました。また従来以上にカーボン

ニュートラルへ向けた活躍の場が広がることを見据えて

海技者の雇用拡大を継続しつつ、新たな分野や DX に取り

組める人材の確保育成に努めます。海上勤務という特殊性

を考慮したライフイベントへのサポートにも注力してい

きます。

外国人乗組員については、各国の海事関係学校に在学中

から広く発掘・選考を行うとともに、奨学金制度を設け、

優秀な人材の確保につなげています。また採用後は、各種

教育訓練を充実させ、昇格支援システムによって幹部職

員の内部育成に努め、長期在籍者を優遇するなど、当社グ

ループ管理船への定着率向上を図っています。

当社では「 人を育て活かす 」を経営理念の一つとして

掲げています。具体的には、日々の業務遂行を通じて行う

OJT（ On   the   Job   Training ）を軸として、階層や必

要に応じ、実務スキル向上や現場での経験蓄積などを目的

としたさまざまな研修の機会を提供しています。

　2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、

特に若手社員の社外・海外経験の機会が減少していました

が、2022年 11月より海外業務視察研修を開始しました。研

修対象者は、自ら視察研修計画を立案し、港湾視察や関係

先訪問を行います。帰国後は研修の内容を発表する機会を用

意し、視察で得た情報や成果を共有しています。

　また当社では、入社後10年間で3部署を目安に営業・管理部

門を問わず異動するジョブローテーションを採用しており、外航海

運業に必要なさまざまな知識・スキルの習得を後押ししています。

技術職は入社後 3 ～ 4年間海上勤務の後、3 ～ 5年間隔

で陸上職、海上職の転籍を繰り返すことにより、双方の経

験に基づく確かな知見と幅広い視野を持った海技者を育成

しています。外国人船員には、採用地と東京での乗船前研

修や座学研修・上級海技資格の取得援助・OJT などの昇格

支援システム・技能向上訓練などを用意しています。

社 会
S O C I A L

人材の基本的な考え方1 人材育成2

「 若手でも海外で研修できる機
会があると分かり、今後挑戦して
みたいと感じた 」

「 まだ 現 場 へ 行ったことが な
かったが、訪船をしたような気分
になる発表だった 」

視察研修後の発表を聴講した若手社員の声

視察研修の報告会
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考課結果を進級・昇格に適正に反映する人事制度を

2001年度に導入し、社員の現状把握と将来に向けた能力

開発および公正な処遇を主眼としていましたが、昨今の環

境・DX 技術の進化やサステナビリティ意識の高まりなど

事業環境の変化があり、 持続性・成長性の高い領域への戦

略投資と、それを実行する人材マネジメント体制の確立が

急務となっていることから、人事制度の見直しを行ってい

ます。変化を前向きに捉えられる心理的安全のある職場

で、挑戦が称賛され、長く安心して働ける環境づくりを目

指しています。

当社では人材の多様性の確保に向けて、ダイバーシティ

＆インクルージョン（ D&I ）行動指針・計画を策定してお

り、指針に基づき以下のような具体的な取り組みを継続・

強化しています。

目標

　管理職の女性社員数を、現在のゼロから 2025年度に最

低でも 1人登用、2人以上を目指す。2030年には最低でも

3人とし、5人以上を目指す

具体的な取り組み

①女性採用の拡大
● キャリア採用を含め女性採用拡大に一層取り組む
● 準総合職、一般職からの総合職への乗り入れを推進

②離職防止対策
● ライフイベントによる離職を防止するための制度整備。

育児介護休業制度やテレワーク（ 自宅以外も含む ）の

拡充など
● 女性のキャリア形成を支援する研修、セミナーの実施

③管理職登用に資する配置、育成施策
● ライフイベントを見越した前倒しの育成（ 海外研修

など ）

④管理職への教育、職場理解の醸成
● 管理職へ教育することを通じ職場全体に女性が活躍しや

すい風土を醸成

目標

①高齢者雇用

2021年 4月の高年齢者雇用安定法改正において、70歳

までの就業機会確保が努力義務となったが、今後の義務化

や社会動向も睨みつつ、まずは 65歳定年制への移行に取

り組む

②障がい者雇用

2022年度は障がい者雇用率を充足しているが、今後も

法改正動向を注視し、法定雇用率を上回ることを目標とし

て取り組む

目標

長時間労働の根絶 ※1（ 2022年度総労働時間：1,917時間

→ 2025年度削減目標：1,850時間 ） 、多様な休み方の追求  

具体的な取り組み

①働き方
● 「 会社において 」「 長時間労働 」することを前提とした

働き方からの脱却

PART 3

 女性の活躍推進

高齢者・障がい者雇用

働き方改革

社 会S O C I A L

海
外
実
務
研
修

乗
船
研
修

船
舶
代
理
店
研
修

Ｏ
Ｊ
Ｔ

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

配
属

新
入
社
員
研
修 （
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー・Ｐ
Ｃ
ス
キ
ル
）

入
社
前
研
修
（
語
学
・一
般
教
養
な
ど
）

資格別必修研修

海運実務講座

自己啓発支援
（語学スキル・公的資格）

（主任・課長代理・課長など）

人事制度3

D&I行動指針4

※ 1　2020 年経団連労働時間等実態調査
2019 年平均 1,987 時間（ 製造業 ）、2,014 時間（ 非製造業 ） 
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など、より一層 DX による業務改善への取り組みを推進し

ていきます。

目標

個人の意識・職場風土を改革し、ハラスメントに関する

相談がしやすい環境をつくる

具体的な取り組み

①コンプライアンス相談窓口の制度拡充、外部相談窓口の

起用

→ 2022年 4月、新たに社外の第三者機関が運営する通報

窓口を導入

②内部統制・コンプライアンス周知月間を継続し、社員へ

の教育・啓蒙を行う

③e-ラーニングによる教育、啓蒙の継続　

④LGBTへの適切な理解と受容について、階層別研修で教

育を行う

ハラスメント防止

● 部下の長時間労働を前提としない組織マネジメントを上

司が追求

→ 2022年 8月に当社グループ全社員向けに労働時間管理

研修を実施
● 長時間労働を良しとする考課制度から成果重視の考課制

度への改革
● 業務改革、DX推進の加速

②休み方
● 年次有給休暇と季節休暇を合わせて社員の平均取得日数

を月 1日以上とすることを目標に休暇計画等の施策を強

化・継続 ※2

● 男性社員の育児休業取得促進。配偶者が出産した男性社

員全員に推奨する

→ 2022年度は出生があった男性社員 7名に対し、約 4割

となる 3名が育児休業を取得

また当社では、DX は非常に重要なものであると認識し

ています。技術革新への対応が遅れれば、事業機会の喪失

が予想されます。そのため先進技術を導入し、データとデ

ジタル技術を活用することで、輸送サービスを最適化し、

競争力強化を図っていきます。現在、主として業務効率化

を目的に、DX 推進委員会を発足させ、DX に関わるプロ

ジェクトを複数開始しています。

陸上管理部門では、電子帳簿保存法改正に伴い、精算業

務のペーパーレス化を実現するシステムを 2022年度に導

入しました。また社内文書のデジタル化にも取り組み、必

要な情報が取り出しやすい環境を整えることで当社の競争

力強化や業務効率化に寄与するものと考えています。

船舶管理部門では、2020年に船舶管理部門内で DX 推

進に関わるプロジェクトチームを発足させました。これま

で長らく利用してきた Word や Excel を主体とした船舶

管理用ソフトを現在刷新中です。また保守・整備計画、予

備品・船用品管理、安全管理システムに係る報告書類の管

理、外国人船員管理など船舶管理における主要な業務を網

羅したシステムを導入予定で、2022年度から作業に着手

し、2024年度をめどに管理船全船への導入完了を目指し

ています。その他の取り組みとして、電子油記録簿のトラ

イアル導入、タブレット端末によるチェックリストの電子

化、各船への Wi-Fi アクセスポイントの追設なども検討・

実施しています。本船の運航データ向けビッグデータ活用

※2　現状の当社平均取得日数　年次有給休暇 9.8 日、季節休暇 5.0 日
2022 年厚労省就労条件総合調査
2021 年平均 9.5 日（ 全産業従業員 100-299 人 ）、10.4 日（ 運輸業、
郵便業 ）

（2022年度、2 カ月間の育児休業を取得）
財務チーム　主任

結城 雄太郎

育児休業の取得により、産後の妻の負担を軽減し、
同時に父親としての自覚を高めることができました。
家事育児能力アップのよい機会になり、また家庭内
で役割分担を柔軟に調整する習慣もつき、職場復帰
後にも万が一のときに対応しやすい環境が保ててい
ます。そして著しく成長する娘を間近で見られたのは
何にも代えがたい思い出となりました。上司・同僚に
は手厚いサポートを頂いたおかげで、育児に専念し
ながら、スムーズに職場に復帰することができ感謝し
ています。

社員の声
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目標

健康診断受診：実施率の引き上げを図る

胃がん検診受診： 35歳以上の実施率引き上げを図る

特定保健指導：対象者全員へ指導を実施

具体的な取り組み

① 健康診断

健康診断未受診者およびその上長に対し受診義務がある

ことを通知し、受診率の引き上げを強化

② がん

がんの早期発見・早期治療を図るよう、会社が定める胃

がん検診、大腸がん検診の受診を強化

③ 脳心疾患

生活習慣の改善を図る特定保健指導を強化

④メンタル疾患
● 早期発見・早期対応の促進のため、本人・上司などから

産業医および相談窓口への相談機会があることを全社員

に周知・浸透させる
● メンタルヘルスチェックの継続

健康の推進

社員の状況
2020年度 2021年度 2022年度

陸上職 海上職 陸上職 海上職 陸上職 海上職

男女別社員数（人）

男性 127 47 131 44 139 42
女性 35 3 36 4 45 6
男女合計 162 50 167 48 184 48
海陸合計 212 215 232

男女別採用人数（人）
男性 6 6 8 4 3 5
女性 2 1 2 1 4 2
合計 8 7 10 5 7 7

平均勤続年数（年） 15.7 11.4 15.1 12.0 14.7 10.2
離職率（％） （年度退職者数/年度初社員数x100) 4.1 2.3 4.8 4.4 3.5 2.1
勤続3年以内の離職者数（人） 2 0 0 0 0 0
従業員一人当たり月平均残業時間(時間)※ 11:55 11:28 11:10
※東京本社勤務者月平均残業時間

社員支援体制
2020年度 2021年度 2022年度

有給休暇平均取得日数（日）* 8.6 9.3 9.8
産前・産後休暇取得者数（人） 1 0 0
育児休業制度利用者数（人） 2 2 3

男性 1 1 3
女性 1 1 0

育児休業復職率（％） 100 100 100
ワーキングマザー人数（人）** 7 7 7
介護休業取得率（％） 0 0 0
介護休業制度利用者数（人） 0 0 0
再雇用制度利用者数（人） 2 6 7
ジョブリターン制度
利用者数（人） - - -

内部通報件数（件） 1 0 0
*東京本社勤務者有給休暇平均取得日数　**年度末時点で児童のいる母親の人数

社員の多様性
2020年度 2021年度 2022年度

女性比率（％） 17.9 18.6 22.0
女性管理職比率（％） 0 0 0
障がい者雇用率（％） 0.7 2.0 1.9

陸上
2020年度 2021年度 2022年度

労災
認定者数（人）

死亡 0 0 0
負傷 1 0 0
疾病 0 0 0
合計 1 0 0

健康診断受診率（％） 88 88 87

海上
対象 2020年度 2021年度 2022年度

死亡者数（人） 日本人・
外国人船員 0 0 1

労災
認定者
数（人）

負傷 日本人船員 0 0 1
疾病 日本人船員 0 0 0

合計 0 0 1
健康診断
受診率（％） 日本人船員 100 100 100

LTI率*** 日本人・
外国人船員 0.0 0.7 1.0

***100万時間の労働時間あたりに職場で発生する休業災害の数
　   災害件数× 100万時間÷船員数× 24時間× 365日

労働安全衛生

PART 3

社 会S O C I A L

52 NS UNITED REPORT 2023



船内においても毎月 1回、船長を委員長とし、全乗組員

が参加する船内安全衛生委員会を開催し安全衛生管理・環

境保全に対する意識の向上を図っています。また安全管理

システムに基づく安全な運航に加えて、ハラスメントやメ

ンタルヘルスの重要性に関する e -ラーニングや、外部講

師を招いた定期的な研修の実施、各国の船員から直接相談

ができる窓口の設置、および無事故・無災害・無疾病船表

彰制度の活用など、心身における安全意識の強化・継続を

図るさまざまな施策を展開しています。

　グローバルに事業を展開する企業が、直接的、間接的に

人権に与える影響は大きく広範囲にわたるため、サプライ

チェーン全体として人権尊重と人権侵害の解消に取り組

む責任があると認識しています。当社グループでは、行動

規範において「 各国・地域の法律を遵守し、人権を含む各

種の国際規範、文化、慣習などを尊重して事業を行う 」こ

とを掲げ、より具体的な指針として行動基準を定めていま

す。また 2023年 1月には、それらを体系化した「 NS ユ

ナイテッド海運グループ人権方針 」および「 腐敗防止基本

方針 」を策定し取締役会において承認されました。グルー

プ全体に適用するとともに、取引先にも順守をお願いして

います。

　船員の人権に関しては、基本的な人権の尊重を定めた

「 2006年の海上の労働に関する条約（ MLC2006 ）」に準

拠し、人権の尊重、宗教・国籍・年齢・性別による差別の禁

止を定め遵守しています。

具体的な施策としては毎年、内部統制・コンプライアン

ス周知月間を設け、社員意識調査アンケートを実施するこ

とで、ハラスメント、労働時間等、労働環境や社員の意識

を把握しています。また海陸において、e -ラーニングや外

部講師による講習等を実施するとともに、社内および第三

者通報窓口を設置する等、ハラスメント防止に向けた取り

組みを推進しています。

　2023年 3月には、国連が提唱する「 国連グローバル・コ

ンパクト（ UNGC ）」に参加しました。同イニシアチブに

おける人権・労働・環境・腐敗防止の 4分野 10原則を支持

することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

　当社グループでは社員のエンゲージメント向上を目指

し、エンゲージメント調査を 2022年 7月より四半期ごと

に実施しています。得られた結果を可視化し評価・検討す

ることにより、社員 1人ひとりが生き生きと働けるよう、

諸施策を実施していきます。

当社グループでは、行動規範において「 安全・健康で働

きやすい職場環境を実現するとともに、従業員の人格と多

様性を尊重 」することを掲げており、その実現に向け、よ

り具体的な指針として行動基準を定めています。

陸上では毎月 1回、秘書・人事チームリーダーを議長とす

る安全衛生委員会を開催するほか、メンタルヘルスの知見

を有する産業医と、看護師資格を持つ衛生管理者が、健康

管理室で定期的に心身の健康相談や指導を行っています。

エンゲージメント調査

安全な労働環境5

人権尊重6

無事故・無災害・無疾病船表彰

　2022年度、当社管理船のうち 1 年間、海難事故
や運航への支障が発生せず、かつ乗組員に下船を
伴う疾病や労働災害も生じなかった「 無事故・無災
害・無疾病船 」は以下の 13 隻となりました。各船
には賞状と、記念品が授与されます。

4 年連続（ 1 隻 ） BRIGHT WIND

3 年連続（ 2 隻 ） NSU BRILLIANCE、PACIFIC SPIKE

2 年連続（ 2 隻 ） IRIS WAVE、SAKURA BRIGHT

1 年連続（ 8 隻 ） VERDURE WAVE、NSU CHALLENGER、
NSU KATSURA、NSU PRIDE、
NSU QUEST、NSU TUBARAO、
NSU VOYAGER、RISING WIND
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PART 3

NS ユナイテッド海運グループは、「 誠実で良質な海上輸送サービスの提供を通じて社会の発展に

貢献する 」という企業理念の下、全てのステークホルダーの負託と信頼に応えて、中長期的な企業

価値の向上を図っています。そのため当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕

組みを整え、経営の効率性・健全性・透明性等の観点から不断の点検を行い改善しています。

コーポレート・ガバナンス
C O R P O R A T E  G O V E R N A N C E

当社事業・経営に精通した取締役を中心とする取締役会

が、経営の基本方針にとどまらず重要な業務の執行につい

ても決定する一方で、強い権限を有する監査役が取締役会

にも出席し、独立した立場から取締役等の職務執行を監査

する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると

判断し、監査役会設置会社を採用しています。

　監査役会では、各分野における豊富な経験や高い識見を

有する監査役が、当社の会計監査人（ 監査法人 ）、内部監査

部門およびグループ会社監査役とも適切に連携し、取締役

や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監

査しています｡

　さらに、取締役会における多様な視点からの意思決定と

経営の監督機能の充実を図るため、企業経営等に関する豊

富な経験や高い識見を有する複数の社外取締役を置いてい

ます。

　当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当

社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、

法令や東京証券取引所のルールに基づく情報開示にとどま

らず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正

確に開示することを心がけています。

取締役会

　取締役会は、当社グループの経営に関わる基本方針と最

コーポレート・ガバナンス模式図 （ 2023 年 6月 28日現在 ）

コーポレート・ガバナンス1

　コーポレート・ガバナンス体制
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重要案件の審議・決議を行っており、法令・定款に定めら

れた事項および取締役会付議基準で定められた経営上の重

要事項に関する意思決定機関、および業務執行状況を監督

する機関として、原則として毎月 1回開催しています。

　議長である代表取締役社長を含む社内取締役 6名（ う

ち、執行役員兼務５名 ）および社外取締役 3名（ 全員が東

京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出て

いる ）で構成しており、独立社外取締役が全体の 3分の 1

を占めています。

執行役員会

執行役員会は、取締役会が決定した基本方針に基づき、

業務執行および経営管理に関する重要事項の協議・決定や

取締役会付議事項の事前協議を行う機関として、原則とし

て毎週開催しています。構成員は取締役会において選任さ

れた、議長である社長執行役員を含む執行役員 14名です。

監査役会

　社外監査役 4名（ うち常勤監査役・独立役員が各 1名 ）

で構成され、法令に定める権限を行使するほか、監査役会

を組織し監査基準を定め、取締役、執行役員および従業員

の業務執行の適法性・相当性について適正な監査を行いま

す。具体的には、取締役会、執行役員会のほか、ＥＳＧ総合

委員会、内部統制・コンプライアンス委員会、安全運航・環

境保全推進委員会、ＤＸ推進委員会および予算実行管理委

員会等重要な会議および委員会へ出席し、経営課題、業務

実態の把握に努めるとともに、法令および定款に違反する

行為を未然に防止する等、的確な監査を実施しています。

ESG総合委員会

ＥＳＧ総合委員会は、取締役会の監督の下でサステナビ

リティ基本方針に従って、長期的な成長にとって重要な柱

である「 環境・社会・企業統治 」に関する課題について協

議・決定する機関として毎年定期的に開催しています。

委員長である社長執行役員と取締役執行役員、常務執行

役員の計 8名および、主要グループ会社である NS ユナイ

テッド内航海運（ 株 ）の代表取締役社長、NS ユナイテッド

タンカー（ 株 ）の代表取締役社長で構成されます。ESG 

の取組方針を協議・決定し、傘下にある社内各委員会（ 内

部統制・コンプライアンス委員会、安全運航・環境保全推

進委員会、IR 委員会、防災対策委員会、DX 推進委員会 ）へ

方向性を指示するほか、本統合報告書の編集について方向

性を指示しています。同委員会が取締役会と傘下の委員

会や各部門の間に入ることで、現場の課題を取締役会に

上げるとともに、取締役会の要請を現場に展開し課題に

取り組むよう調整しています。

指名・報酬諮問委員会

取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観

性と説明責任を強化するため、取締役会の下に諮問機関と

して、指名・報酬諮問委員会を設置しています。代表取締役

社長を含む 5名の取締役によって構成され、うち過半数の

取締役会に求められるスキル

取締役に期待するスキル

社内取締役 社外取締役

山中一馬 宮本教子 宮井成彦 藤田透 北里真一 谷水一雄 大西節
（独立）

井上龍子
（独立）

吉田正子
（独立）

マネジメント

企業経営 〇 〇 〇 〇 〇

市場・事業 〇 〇 〇 〇 〇

現場・技術（ICT含む） 〇 〇 〇 〇 〇

個別

財務・ファイナンス 〇 〇

ガバナンス、リスク管理、
コンプライアンス 〇 〇 〇 〇 〇 〇

人材マネジメント 〇 〇 〇 〇 〇

サステナビリティ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

カスタマーリレーションズ 〇

経験

海外駐在（グローバル） 〇 〇 〇 〇 〇

他社勤務（社内取締役） 〇 〇 〇

経営経験（社外取締役） 〇 〇

スキル・マトリックス
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3名は独立社外取締役が占め、議長は独立社外取締役が務め

ています。委員は取締役会の決議によって選出されます。

取締役会の実効性評価の結果概要

当社では 2015年度より毎年、全ての取締役および監査

役を対象とした取締役会の実効性評価アンケート調査を実

施しており、2022年度も内容を取締役会で共有しました。

その結果、当社の取締役会は、取締役会の構成・役割・運

営をはじめ全体としておおむね実効性が確保されているこ

とを確認しました。今後も課題の改善に継続的に取り組

み、取締役会の実効性のさらなる向上に努めていきます。

2022年度の課題
●   経営方針や事業戦略等、大局的見地また多様な視点から

の議論をさらに深めるために、取締役会の審議に当たっ

て論点の明確化や運営面での工夫をすべきとの課題が指

摘されました。

2022年度の取り組み
●   報告事項の工夫やタイムリーな情報共有により、取締役

会・社外役員と執行側との距離感や連動が前進するなど

一定の改善が図られており、取締役会としての実効性は

上がってきていると評価されました。

2023年度の課題
●   将来に向けたリスク、戦略、方向性についての議論がい

まだ十分ではなく、個別の業務執行に関する付議件数を

減らし、会社の将来へ向けた議論の時間を増やす必要が

ある、今後は脱炭素に向けた移行期を迎える中で、海上

輸送の変化に対応し、ESG経営を推進する投資をしっか

りと進める必要がある等の意見が寄せられました。

役員報酬について

①報酬決定の方針

(a)報酬等の基本構成について

当社の取締役の報酬は、企業価値の向上に向けて健全な

インセンティブとして十分に機能するよう、経営戦略と

の整合性を確保した報酬体系としています。具体的には

固定報酬のほか、単年度の当社業績の向上を反映した業

績連動型賞与（ 役員賞与 ）、そして中長期的な企業価値

の向上を反映した業績連動型株式購入報酬により構成さ

れます。役員賞与と株式購入報酬とを合わせた業績連動

報酬の報酬総額に占める割合は、最大で 3分の 1程度と

なるよう設計しています。

(b)固定報酬について

海運業界において求められる能力および責任に見合った

水準を勘案して、役位に応じて定められた基準額を月次

の額として現金で支払います。

(c) 業績連動型役員賞与について

配当政策および従業員への一定以上の臨時手当（ 賞与 ）

支給を前提に、短期業績連動報酬として毎期の 1株当た

り配当額に連動する賞与を現金で支給しています。

(d)株式購入報酬について

中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企

業価値（ 株式価値 ）の向上に連動する株式購入報酬を支

給しています。これは株主との利害共有強化を兼ねたも

のであり、取締役は、支給された株式購入報酬相当額を

役員持株会に拠出し、持株会を通じて株式を購入してい

ます。

(e)社外取締役および監査役の報酬について

社外取締役および監査役については、業務執行から独立

した立場から当社および当社グループ全体の経営に対し

て監査・助言を行う役割を担うことを考慮し、基本報酬

のみを支払うこととしています。社外取締役の報酬は、

取締役会の決議に基づき、また監査役の報酬は監査役の

協議により定めています。

②報酬決定の手続き

　当社の取締役の報酬等については、指名・報酬諮問委員

会の答申および助言を踏まえ、取締役会で決議しています。

　指名・報酬諮問委員会は、算出された役員報酬の妥当性

を検討し、取締役会に答申を行っています。一方取締役会

は指名・報酬諮問委員会の答申に基づいて、その決定方法

および内容が取締役会で決議された決定方針と整合してい

ることを確認して報酬額を決定しています。

取締役

固定報酬総額
（うち社外取締役）

184百万円
（31百万円）

9名
（3名）

業績連動報酬総額 64百万円 5名

監査役 固定報酬総額
（うち社外監査役）

59百万円
（36百万円）

5名
（4名）

上記固定報酬の対象人数・支給額には 2022年 6月 28日開催の第 96回定時
株主総会終結の時をもって退任した取締役 1名、および監査役 1名を含んでいま
すが、無報酬の取締役 1 名分は含んでいません。
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経営に重要な影響を及ぼすリスクが顕在化したときにも

事業の継続・安定的発展を確保できるよう、リスク管理の

基本事項として、「 リスク管理規程 」を定めています。

　本規程に基づいて、事業活動全般にわたり生じ得る諸々

のリスクについて、関連部門または各委員会において分析

や対策を検討した上で、執行役員会、取締役会において協

議・決定しています。また年度末には「 リスク項目表 」に

基づき、リスク項目の見直しや管理執行状況の報告を実施

することでリスク管理を行っています。2022年度もリス

ク項目全てにわたり、社内規程等に則り運用され、必要に

応じて規程の制定、改定や適切なリスクヘッジがなされて

おり、適切に執行されていることを確認しています。

　またリスクを網羅的かつ優先度（ 影響度 ）ごとに認識す

るために「 リスクマップ 」を作成しています。リスク項目

表を補完するもので、リスクをより詳細にかつ具体的事例

で実務レベルまで掘り下げ全社的に展開しています。世界

的にＧＨＧ排出削減への取り組みが行われる中、対応の遅

れが事業機会の喪失を招き得るという観点から、2022年

度には｢ 気候変動リスク ｣を新たな独立したリスクとして、

リスク項目表にも明記し対策に努めています。

　なお大型案件、高リスク案件は、投融資委員会が収益

性・業績および財務状況に及ぼす影響・リスクなどを事前

に協議し、結果を執行役員会・取締役会に上呈しています。

大規模災害発生時に社員と家族を守り、非常時にも確実

に顧客へ海上輸送サービスを届けるという社会的責務を果

たすための BCP を策定しています。

当社の主要なシステムはデータセンターに設置してお

り、大規模災害発生時に万が一本社機能が停止した場合で

も在宅にて業務が行える体制となっています。近年の企業

に対するサイバー攻撃に対しても、定期的に最新のセキュ

リティ機器・ソフトウェアに更新しており、サイバーセ

キュリティの強化に努めています。

また災害の発生に備えて「 災害対応マニュアル 」を策定

しており、災害発生時の初動対応を明確にし、最優先事項

として社員と家族の安否を確認し報告する基本行動を浸透

させることを目的に、安否確認システムを活用した訓練を

定期的に実施しています。

　当社の海外拠点に対しても緊急時の本社との連絡網を整

備し、これと連動する緊急時の初動をまとめた指針を策定

し、同様の訓練を実施しています。

なお、現在の災害対応マニュアルは地震災害時のマニュ

アルであることから、今後は、そのほかの自然災害やサイ

バー攻撃、感染症パンデミック、テロなどさまざまなリス

クに対応すべく、2021年 2月の経団連からの提言におい

て推奨されている、オールハザード型 BCP への転換を目

指しております。

　リスクマネジメント体制

　事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）
リスクマネジメント2

●コーポレートガバナンス

マテリアリティ

●技術イノベーション
●お客さま満足度

●人材確保・育成

●安全運航
●環境保全

発生可能性

影 

響 

度

●情報システム等の事故●情報システム等の事故●情報システム等の事故
●情報漏洩リスク

●重要法令違反

●本社機能の壊滅的損失

●投資計画の進捗に関するリスク

●燃料油の価格変動

●金利変動

●事業基盤の変化

●世界各地の
　 政治・経済情勢
　 等によるリスク

●要員不足
●ノウハウ未継承リスク

●重大な海難事故

●気候変動リスク

●需要変動（減少）/船腹量の増加
●為替変動

●情報システム等の事故
●情報漏洩リスク

●重要法令違反

●本社機能の壊滅的損失

●投資計画の進捗に関するリスク

●燃料油の価格変動

●金利変動

●事業基盤の変化

●世界各地の
　 政治・経済情勢
　 等によるリスク

●要員不足
●ノウハウ未継承リスク

●重大な海難事故

●気候変動リスク

●需要変動（減少）/船腹量の増加
●為替変動

リスクマップ
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ステークホルダーの皆さまとの信頼関係を維持していく

ことが、社会と共存する企業として持続的に発展するため

の基本になるとの認識から、「 グループ企業理念 」を策定

し、これを具体的に実現するための「 企業行動規範 」を定

めています。さらに、コンプライアンスの充実を図るため

に、社長執行役員を委員長とする内部統制・コンプライア

ンス委員会において、全役職員が法令・社内規程・社会倫

理規範を遵守して日常の業務執行に当たるよう、意識の向

上に努めています。

当社グループの役職員などによる法令違反や不正行為あ

るいはその恐れのある行為を発見した場合に、直接通報を

受け付けるコンプライアンス通報窓口を社内外に設置して

います。いずれの窓口でも匿名での通報を受け付けてお

り、公益通報者保護の趣旨に沿い、通報者が不利益な取り

扱いを受けないことが保証されています。社内通報窓口に

は女性相談員を、社外相談窓口には弁護士を置き、加えて

2022年４月にはより匿名性の高い窓口として新たに第三

者機関を起用しました。今後も利用しやすい窓口運営を目

指しハラスメントをはじめとするコンプライアンス違反の

芽を摘むことを目指していきます。

　全役職員のコンプライアンス意識の徹底を図り、コンプ

ライアンス実践に必要な知識・情報を周知し、その重要性を

再認識する機会とするべく、毎年 10月をコンプライアンス

周知月間と定め、グループ一体となって活動しています。

　2022年度は、コンプライアンスに関するメッセージを

社長から全役職員に向けて発信したほか、｢ 反社会的勢力

排除 」について改めて理解する機会を設け、契約締結状況

の再点検を実施しました。

最近は取引先から反社会的勢力排除を含め、広くコンプ

ライアンス遵守を求められる機会が増えているため、今後

もこのような活動を推進し、社内啓発を継続します。

2023年 1月に、「 当社グループ人権方針 」および｢ 腐敗

防止基本方針 ｣ を策定しました。これにより、当社の ｢ 行

動基準 ｣ にうたわれている人権を尊重することや社会倫理

に適合した行動を実践することは、グローバルに事業を展

開する企業として当社が果たすべき社会的責任であるとい

う事業運営の方針を明確にしています。

会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会におい

て「 内部統制基本方針 」を決議するとともに、金融商品取

引法の定めに応じ、財務報告の信頼性を確保するための体

制を整備しています。当社は内部統制・コンプライアンス

委員会を組織するとともに、各部門が日常業務に潜むロー

カルリスクを主体的に洗い出し改善するという、自律的内

部統制を行う上での体制を整えています。

今後も全役職員が協力してコンプライアンス強化に努

め、適切な内部統制を確立し実践していきます。

当社は中長期的な企業価値向上、持続的な成長には、株

主等との建設的な対話が重要であると認識しています。

株主・投資家からの面談の申し込みに対する体制として

IR 委員会を設置し、年間計画および IR 取材対応基準に則

り、決算開示前の一定期間を除き、IR 担当役員を中心に対

応しています。インサイダー情報（ 未公表の重要事実 ）に

関しては社内規程に従って適切に対応しています。

株主総会においては積極的な情報提供と丁寧な質疑応答

に努めています。当日会場へご来場いただけない株主の皆

さまにも、議事進行の様子を視聴いただけるようライブ配

信を行うとともに、事前質問制度も取り入れています。

　コンプライアンス推進体制

　コンプライアンス通報窓口

　コンプライアンス周知月間

　2つの基本方針の制定

コンプライアンスの
浸透・推進3

内部統制4

株主・投資家に対する
情報開示・対話の基本方針5
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代表取締役社長
社長執行役員

山中 一馬
取締役会議長

指名・報酬諮問委員

監査役 ※

小林 二郎

監査役 ※

山本 昌平
取締役 （独立役員）※

吉田 正子
指名・報酬諮問委員

常勤監査役※

安藤 雅則

常務執行役員 阿諏訪 直樹
常務執行役員 金光 潔
常務執行役員 紀平 徹

執行役員 髙見 隆昌
執行役員 征矢 秀人
執行役員 小野 雄士

執行役員 佐藤 義則
執行役員 関 健太郎
執行役員 薗田 恭

監査役 （独立役員）※

三谷 康人

取締役・常務執行役員

藤田 透

取締役・相談役

谷水 一雄
取締役 （独立役員）※

大西 節
指名・報酬諮問委員会議長

取締役 （独立役員）※

井上 龍子
指名・報酬諮問委員

取締役・専務執行役員

宮本 教子

取締役・常務執行役員

北里 真一
指名・報酬諮問委員

取締役・常務執行役員

宮井 成彦

取締役 （※は社外取締役および社外監査役）

監査役 （※は社外監査役）

執行役員

役員一覧 （2023年6月28日現在）
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会計年度（連結） 単位 2013 2014 2015
売上高 百万円 153,665 157,625 137,148
営業利益 百万円 8,842 9,474 6,475
経常利益 百万円 8,920 10,380 4,064
税金等調整前当期純利益 百万円 12,005 10,691 4,343
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 10,778 8,626 4,110

1株当たり情報
1株当たり当期純利益 円 467.2 374.0 175.4 
1株当たり純資産 円 2,709.1 3,195.6 3,197.2
1 株当たり配当金 円 90 90 40
株価（期末日終値） 円 2,450 2,920 1,520

会計年度末
総資産 百万円 224,507 227,663 217,524
純資産 百万円 64,943 76,481 75,372 
自己資本比率 ％ 27.8 32.4 34.6 

主要財務指標
ROE（自己資本利益率） ％ 19.1 12.7 5.5 
PER（株価収益率） 倍 5.2 7.8 8.7 
配当性向 ％ 19.3 24.1 22.8
有利子負債 百万円 135,716 125,912 121,880
Net DER 倍 1.72 1.29 1.30 
設備投資額 百万円 58,295 20,344 24,733

ESGデータ（単体）
従業員数　陸上（女性） 人 166(34) 163(34) 158(37)
　　　　　海上（女性） 人 39(—) 42(—) 44(—)
船腹量の推移 隻/万トン 125/1,072 124/1,135 115/1,124
停船率 1.39 3.07 0.51 
貨物輸送量 千トン 58,658 65,112 64,088
燃料消費量（A重油/C重油） 千トン 13/681 15/688 19/658
CO2 排出量 千トン 2,123 2,149 2,068
輸送単位当たりのCO2 削減率（2019年比） ％ — — —

ESGデータ（連結、CO2排出量）
スコープ1（事業による直接排出） 千トン — — —
スコープ2（購入した電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出） 千トン — — —
スコープ3（その他の間接排出） 千トン — — —

カテゴリー 1（購入した製品・サービス） 千トン — — —
カテゴリー 3（燃料・電力の上流工程） 千トン — — —
カテゴリー 5（廃棄物） 千トン — — —
カテゴリー 6（出張） 千トン — — —
カテゴリー 7（通勤） 千トン — — —

財務・非財務データ

※ 当社は、2017年 10月 1日付で株式併合（ 普通株式 10株を 1株に併合 ）を実施していますが、2011年度期首に当該株式併合が行われたとして、1株当たり情報を算定しています。
※ 単体従業員数は、2021年度より受入出向者を含め、2022年度はこれに契約社員を加えた人数としています。
※ 停船率＝年間停船時間合計 ÷ 年間延稼働時間 × 1,000
※ ESGデータのうち貨物輸送量以下の数値は 2018年までは会計年度、2019年以降は暦年ベースで算出しています。
※ 当社は、自社で算定した当社グループの CO₂ 排出量に対し、一般財団法人日本海事協会（ ClassNK ）による第三者検証を受け、検証声明書を取得しました。

6,7367,040
8,911

7,3616,5586,475
9,4748,842

153,665 157,625
137,148

125,276
139,000

151,068 148,415
138,454

195,941

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

売上高（百万円） 営業利益（百万円）売上高 / 営業利益
250,825

32,487

26,711

3,3224,110 6,613 9,343 5,947 6,131 23,582

19.1%
12.7%

5.5% 4.4%
8.4%

11.0%
6.6% 6.5%

22.0%
21.6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

親会社株主に帰属する当期純利益 / ROE
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
ROE（％）

10,77810,778 8,6268,626 27,603
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会計年度（連結） 単位 2013 2014 2015
売上高 百万円 153,665 157,625 137,148
営業利益 百万円 8,842 9,474 6,475
経常利益 百万円 8,920 10,380 4,064
税金等調整前当期純利益 百万円 12,005 10,691 4,343
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 10,778 8,626 4,110

1株当たり情報
1株当たり当期純利益 円 467.2 374.0 175.4 
1株当たり純資産 円 2,709.1 3,195.6 3,197.2
1 株当たり配当金 円 90 90 40
株価（期末日終値） 円 2,450 2,920 1,520

会計年度末
総資産 百万円 224,507 227,663 217,524
純資産 百万円 64,943 76,481 75,372 
自己資本比率 ％ 27.8 32.4 34.6 

主要財務指標
ROE（自己資本利益率） ％ 19.1 12.7 5.5 
PER（株価収益率） 倍 5.2 7.8 8.7 
配当性向 ％ 19.3 24.1 22.8
有利子負債 百万円 135,716 125,912 121,880
Net DER 倍 1.72 1.29 1.30 
設備投資額 百万円 58,295 20,344 24,733

ESGデータ（単体）
従業員数　陸上（女性） 人 166(34) 163(34) 158(37)
　　　　　海上（女性） 人 39(—) 42(—) 44(—)
船腹量の推移 隻/万トン 125/1,072 124/1,135 115/1,124
停船率 1.39 3.07 0.51 
貨物輸送量 千トン 58,658 65,112 64,088
燃料消費量（A重油/C重油） 千トン 13/681 15/688 19/658
CO2 排出量 千トン 2,123 2,149 2,068
輸送単位当たりのCO2 削減率（2019年比） ％ — — —

ESGデータ（連結、CO2排出量）
スコープ1（事業による直接排出） 千トン — — —
スコープ2（購入した電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出） 千トン — — —
スコープ3（その他の間接排出） 千トン — — —

カテゴリー 1（購入した製品・サービス） 千トン — — —
カテゴリー 3（燃料・電力の上流工程） 千トン — — —
カテゴリー 5（廃棄物） 千トン — — —
カテゴリー 6（出張） 千トン — — —
カテゴリー 7（通勤） 千トン — — —

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
125,276 139,000 151,068 148,415 138,454 195,941 250,825

6,558 7,361 8,911 7,040 6,736 26,711 32,487
4,607 5,555 7,784 5,479 5,532 26,606 33,444
3,814 6,419 10,502 7,197 7,351 29,069 32,860
3,322 6,613 9,343 5,947 6,131 23,582 27,603

140.9 280.6 396.4 252.3 260.2 1,000.7 1,171.3
3,259.0 3,423.2 3,778.0 3,866.0 4,090.6 5,015.2 5,830.6

40 85 115 80 80 285 365
2,400 2,170 2,369 1,387 1,885 4,210 4,115

233,071 228,229 223,528 248,522 270,760 274,871 275,784
76,826 80,691 89,038 91,110 96,402 118,189 137,405

33.0 35.3 39.8 36.7 35.6 43.0 49.8

4.4 8.4 11.0 6.6 6.5 22.0 21.6
17.0 7.7 6.0 5.5 7.3 4.2 3.5
28.4 30.3 30.3 31.7 30.7 28.5 31.2

133,707 125,729 113,801 137,494 149,207 123,695 100,787
1.40 1.22 0.98 1.29 1.26 0.78 0.44

29,491 23,656 18,602 60,805 41,330 5,564 6,153

160(37) 158(37) 158(37) 163(38) 162(35) 167(36) 184(45)
47(—) 45(1) 43(2) 44(2) 50(3) 48(4) 48(6)

124/1,219 128/1,284 121/1,180 125/1,306 127/1,403 127/1,381 131/1,345
1.20 0.43 0.58 2.16 11.95 7.01 4.00

62,483 62,134 64,206 59,866 72,149 73,725 73,280
21/644 22/634 28/672 35/609 35/662 40/688 42/675 

2,033 2,005 2,139 2,008 2,175 2,284 2,249
— — — 基準年 6.77 8.61 7.83

— — — 2,199 2,328 2,447 2,424
— — — 0.2 0.2 0.2 0.1
— — — 305 324 337 337
— — — — — — 2.1
— — — 305 324 336 334
— — — — — 0.1 0.1
— — — — — — 0.5
— — — 0.1 0.1 0.2 0.2

100,787

135,716
125,912 121,880

133,707
125,729

113,801

137,494
149,207

123,695

1.72倍

1.29倍 1.30倍 1.40倍
1.22倍

0.98倍

1.29倍 1.26倍

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

有利子負債（百万円） Net DER（倍）有利子負債 / Net DER

0.78倍

2022

0.44倍0.44倍

90 90

40 40

85
115

80 80

285

365
1株当たり配当金 （単位：円）

20212013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
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用語解説

国際海事機関（ IMO ） …………………………………… P9,28,47
International Maritime Organization。海上の安全・海運技術向
上・船舶による海洋汚染防止・諸国間の差別措置の撤廃など、海運に
関する技術的・法律的問題について各国政府間の協力を促進し、国際
条約の制定などを行う国連の専門機関。

国連グローバル・コンパクト（ UNGC ） …………… P17,19,42,53
持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みで、UNGCに署名す
る企業・団体に対し「 人権 」「 労働 」「 環境 」「 腐敗防止 」の 4 分野
10 原則を順守・実践するよう求めている。

ICP（ Internal Carbon Pricing ） …………………… P7,17,19
企業が独自に CO2 排出量に価格をつけ、投資判断の際の指標などとし
て活用する方法。

WACC （ Weighted Average Cost of Capital、加重平均資本コスト）
………………………………………………………………………… P19
企業は銀行からの借入や株主からの出資で資金調達しており、その際に
かかる金利や配当金など調達のためのコストを加重平均したもの。

EU-ETS …………………………………………………  P17,28,47
EU 域内排出量取引制度。企業や施設に一定期間中の GHG 排出量の
上限を課し、その上限を超えた場合は排出クレジットを購入するなど、
補填対応が求められる。

ISO14001 …………………………………………………… P44,46
ISO（ International Organization for Standardization＝国際標準
化機構 ）が作成した環境マネジメントの国際規格で、企業が環境に配
慮した事業活動を行うために、環境管理の方針・組織体制・運用・内部
監査など、「 PDCAサイクル 」を基本とした継続的改善に必要な事項を
規定してある。

温室効果ガス排出量 スコープ 1 ～ 3 ………………… P29,33,47,60
GHGプロトコル（ 温室効果ガス排出量の算定と報告の国際的な基準 ）
では排出量を以下のように分類している。
スコープ 1 ： 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量
スコープ 2 ： 他社から供給されたエネルギー起源の間接排出量
スコープ 3 ： その他の間接排出量（ 事業者の活動に関連する
  他社の排出量 ）

SOx（ 硫黄酸化物 ）・NOx（ 窒素酸化物 ） ……………… P11,45
船舶で運転されるエンジンやボイラーの排気ガスには、燃料が燃焼され
る過程で発生する SOxや NOxが含まれている。SOxや NOxは大気中
の水や酸素と反応し、それぞれ硝酸、硫酸となり、水滴中に取り込まれ
たものが酸性雨として地上に降り注ぐことになる。酸性雨は森林を枯ら
したり、湖、河川の生物を死滅させるなど大きな環境被害の原因となっ
ている。

EEOI（ Energy Effi  ciency Operational Indicator ） …… P27
エネルギー効率運航指標。1トンの貨物を 1マイル運ぶために実際の運
航で排出された CO2 グラム数を表す。

EEDI（ Energy Effi  ciency Design Index ） ………………… P27
IMOによる新造船への燃費性能規制。Phase0から段階的に強化され、
2025年以降に建造契約が交わされる船舶には Phase0に比べ CO2 排
出量削減率の 30％向上を求める Phase3が適用される。

EEXI（ Energy Effi  ciency Existing Ship Index ） ………… P8,18
就航船のエネルギー効率指標。新造船に適用される EEDIに対して、
EEXIは就航船に対する燃費性能規制、2023年発効。船型別に求めら
れる規制値を満たさない船舶は、エンジン出力の制限や省エネ装置の
追設など、燃費性能の改善措置が必要になる。

CII（ Carbon Intensity Indicator ） …………… P8,18,27,29,45
燃費実績格付け制度。IMOによる 2023年発効の就航船に対する環境
規制。船舶の燃費性能を格付けし、低評価となった船舶には燃費改善
の措置を求める。

TCFD（Task Force on Climate－ related Financial Disclosures ）
……………………………………………………………… P19,46,47
G20 の要請を受け、国際金融に関する監督業務を行う金融安定理事会

（ FSB ）によって 2015 年に設立された「 気候関連財務情報開示タス
クフォース 」。投資家が企業の気候変動関連リスク・機会を適切に評価
できるよう、企業に対し「 ガバナンス 」「 戦略 」「 リスク管理 」「 指標
と目標 」について開示することを推奨している。

グリーンイノベーション基金 ………………………… P7,16,19,29,43
2050年カーボンニュートラルに向け、エネルギー・産業部門の構造転換
や、投資によるイノベーションなどを大幅に加速するため、これらに取り
組む企業に対して、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（ NEDO ）が、研究開発・実証から社会実装までを継続して支
援するもの。

株の指標
現在株価の判断基準（ 高い or 低い ）

ROE（ Return on Equity ）： 自己資本利益率 … P16,18,19,60
（ 純利益÷自己資本 ）
企業の収益性を測る指標。株主資本（ 株主による資金＝自己資本 ）が、
企業の利益（ 収益 ）にどれだけつながったのかを示す。

PER（ Price Earning Ratio ）：株価収益率 ………………… P60
（ 時価総額÷純利益＝株価÷ 1 株当たりの利益 ）
1株当たりの純利益に対して今の株価は何倍まで買われているか。低け
れば低いほど、会社が稼ぐ利益に対して株価が割安である。

Net DER （ Net Debt Equity Ratio ） ：負債資本倍率
…………………………………………………………… P16,19,60,61
（［ 有利子負債ー現金及び現金同等物 ］÷自己資本 ）
DERは負債資本倍率とも呼ばれ、企業の健全性を示す財務指標。企業
の借金である有利子負債が返済義務のない自己資本（ 株主資本 ）の何
倍かを示し、 数値が低いほど財務内容が健全とされる。このうち、有利
子負債から現預金等を控除した実質の有利子負債により算定した指標。
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単位：円
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

発行可能株式総数 60,000,000株
発行済株式総数 23,970,679株
株主数 12,902名

商号 NSユナイテッド海運株式会社
本社所在地 〒 100-8108 東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号

大手町ファーストスクエア ウエストタワー
設立年月日 1950年 4月 1日
主要な事業内容 外航貨物海上運送事業およびこれに関連または付帯する事業
資本金 103億円
株式上場取引所 東京証券取引所（ プライム市場 ）
従業員数 単体 232名、連結 657名
運航船腹量 外航 131隻 13,451千重量トン

内航 77隻 235千重量トン

（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
２．当社は、自己株式を404,688株所有しておりますが、上記大株主からは除外して
　 おります。
３．出資比率は自己株式を控除して計算しております。

株主名 持株数
（千株）

出資比率
（%）

日本製鉄株式会社 7,861 33.36

日本郵船株式会社 4,324 18.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,697 7.20

株式会社みずほ銀行 798 3.39

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 797 3.38

新健海運股分有限公司 504 2.14

東京海上日動火災保険株式会社 303 1.29

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 277 1.18

株式会社三菱UFJ銀行 259 1.10

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED 
CLIENT ACCOUNT 256 1.09

（注） 始値は当月取引初日の寄り付き価格、終値は当月取引最終日の引け値。高値、安値
は当月中の最高値、最安値を採用しています。また、始値より終値が高いときは白（陽
線）、安いときは青（陰線）で表されています。

大株主（上位10名）

株式の状況 （2023年3月31日現在）

会社概要 （2023年3月31日現在）

株価推移

会社名
NSユナイテッド内航海運（株）
NSユナイテッドタンカー（株）
NSユナイテッドマリンサービス（株）
NSユナイテッドビジネス（株）
NSユナイテッドシステム（株）

主要な事業内容
内航海運事業
内航海運事業
船員派遣事業・安全監督・新造船建造監督業
総務・経理業務受託
情報システムの開発・保守業

主な連結グループ会社

現地法人
英国
米国
香港
シンガポール
フィリピン

駐在員事務所
上海
ベトナム

海外現地法人・駐在員事務所

株式分布状況

0.895%
15.453%

13.170%

54.351%

16.128%金融機関
その他の法人
個人・その他
外国法人等
金融商品取引業者
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